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令和２年 第７回高鍋町農業委員会 総会議事録 

 

１．開催日時  令和２年 ７月３０日（木）午後２時から 

２．開催場所  高鍋町役場 第３会議室 

３．出席委員  農業委員        ４名 

        農地利用最適化推進委員 ３名 

農業委員 

   ３番 松崎 久範  ５番 上野 光正   ６番 坂元 洋子 

    会長 坂本 弘志 

農地利用最適化推進委員 

   １番 橋口 卓史   ５番 永友 定己  ８番 宮越 美秋 

 

４．欠席委員 

   農業委員３名 

   １番 山口 裕三  ２番 松井 正一郎  ７番 幸妻 正浩 

   農地利用最適化推進委員４名 

   ２番 坂本 実   ３番 橋口 昌央  ６番 小嶋 秀樹 

   ７番 坂本 幸 

 

４．議事日程 

第１  議事録署名委員及び会議書記の指名 

第２  会期の決定（別記のとおり） 

第３  諸報告 

第４  議案第３４号 農地法第３条の規定による許可申請について 

第５  議案第３５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書承認に

ついて 

第６  議案第３６号 農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用集積計画

の決定について 

第７   議案第３７号 農地法第３条第２項第５号の規定に基づく下限面積

について 

 

６．事務局職員  事務局長  飯干 雄司   事務局長補佐 小澤 宏之 

         係  長  兵藤 衣重   主  査   佐野 由美 

 

（開会１４時００分） 
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［事務局］ 

 皆さんこんにちは。 

 (あいさつの声) 

それでは、ただいまから、令和２年第７回高鍋町農業委員会総会を開会いたし

ます。それでは、会の進行を坂本会長、よろしくお願いいたします。 

 

［議長］ 

それでは始めます。本日は、新型コロナウイルス感染症対策のため、出席者

を最小限にして総会を開催しております。 

農業委員は、４名が出席です。        

 農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、総会は成立してお

ります。 

最適化推進委員は、３名が出席です。  

 

これより議事に入ります。 

日程番号１、議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。 

高鍋町農業委員会会議規則第１２条第１項の規定による議事録署名委員につ

きましては、議長指名とさせていただきます。            

本日の議事録署名委員には、５番上野光正委員、６番坂元洋子委員を指名い

たします。 

なお、本日の会議書記には、事務局職員の小澤宏之局長補佐を指名いたしま

す。            

 日程番号２、会期の決定につきましては、別記のとおり、本日７月３０日の

１日間といたします。          

日程番号３、諸報告を事務局に求めます。    

 

[事務局] 

 はい。事務局です。 

 本日は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、諸報告につきまして

は、議案書への添付をもちまして、報告に代えさせていただきます。御了承く

ださい。 

 議案書の２ページから５ページまでとなっております。 
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 なお、２ページ、業務報告の７月６日、児湯地域懇話会につきましては、８

月５日に変更された後、中止が決定しましたので、御報告いたします。 

 以上でございます。 

 

[議長] 

御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問等がないようですので、以上で諸報告を終わります。 

日程番号４、議案第３４号「農地法第３条の規定による許可申請について」

を議題とします。 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

はい、６ページをお開きください。 

議案第３４号「農地法第３条の規定による許可申請について」です。 

 

１番 無償移転  

農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊  

地目、田 面積、１，３９９㎡ 

                          ほか４筆 

   譲受人  ○○○○ 

   譲渡人  ○○○○ 

 この件につきまして、坂本会長お願いいたします。 

 

[８番] 

 はい。８番説明いたします。○○○○さんから○○○○さんへの贈与による

３条無償移転です。また、○○○○さんと○○○○さんは、親子です。 

 次のページの７ページを御覧ください。 

 現地は○○から北に約３５０m のところに３筆あります。○○の＊＊＊＊－

＊、＊＊＊＊－＊、そして○○＊＊＊＊－＊です。これらの田は、稲が植えら

れていました。 

 そして、○○から南に約２００ｍのところに○○＊＊＊＊－＊があり、ここ
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にはＷＣＳが植えられていました。 

そして、１０号線の○○交差点から北へ約４００ｍほど行ったところの○○

にある＊＊＊＊－＊ですけども、ここはきれいにロータリーがかけられた状態

でした。現状は以上で別に問題はありませんでした。 

 

[議長] 

 推進委員から補足することがありましたらお願いします。 

 

[推進委員８番] 

 はい。 

 

[議長] 

 推進委員８番。 

 

[推進委員８番] 

 はい。特にございません。 

 

[議長] 

 事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

[事務局] 

 はい。８ページをお開きください。農地法３条調査書を付けております。 

 農地法３条第２項各号に該当していないため、許可要件を満たしていると考

えます。譲受人は、○○地区において水稲及びキャベツを栽培しております。

今回の申請は贈与であり、申請地において水稲を栽培する予定であり、本件の

権利取得により周辺の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障は生じな

いものと考えられます。 

 

[議長] 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 
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 本件原案のとおり承認することに賛成委員の起立を求めます。 

 起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認と決定いたしました。 

２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

はい。 

２番 使用貸借 

農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 地目、田 面積、３，３７２㎡  

ほか１筆 

借受人 ○○○○ 

貸渡人 ○○○○ 

この件につきまして、松崎委員お願いいたします。 

 

[議長] 

はい、３番。 

 

[３番] 

はい。３番、説明します。申請地は○○地区の○○があったところの交差点

を、南へ５０ｍほど行ったところの右側を左に曲がった、３０ｍ先に２枚あり

ます。現在は、１枚目に田ですけど、甘藷が植わっておりました。２枚目は、

１部甘藷が植わっており、あとはロータリーがかけてありました。 

これは、○○○○さんから○○○○さんへの使用貸借です。○○○○さんと

○○○○さんは兄弟であります。そして、○○○○さんは長年農作業等をされ

ているので、今後また規模を拡大して、甘藷と大麦若葉を作付けされるとのこ

とです。以上です。 

 

[議長] 

はい。推進委員から補足することがありましたら、お願いします。 

推進委員１番。 

 

[推進委員１番] 
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 はい。特にありません。 

 

[議長] 

 はい。事務局から補足することがありましたら、お願いします。 

 

[事務局] 

はい。１０ページをお開きください。農地法３条調査書をつけております。 

農地法３条第２項各号に該当していないため、許可要件を満たしていると考

えます。 

借受人は、○○地区において大麦若葉、甘藷を栽培しております。 

今回の申請は、農業経営規模の拡大であり、申請地において大麦若葉を栽培

する予定であり、本件の権利取得により周辺の農業上の効率的かつ総合的な利

用の確保に支障は生じないものと考えられます。 

 

[議長] 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは質問もないようですので、採決いたします。本件原案のとおり承認

することに賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認と決定いたしました。 

 

日程番号５、議案第３５号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書承

認について」を議題とします。 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい。１１ページをお開きください。 

 議案第３５号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書承認について」

です。 

 

１番  農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

           田 ３４６㎡  
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所有権移転です。 

譲渡人    ○○○○ 

譲受人    ○○○○ 

転用目的は、一般個人住宅です。 

担当の上野委員より御説明をお願いいたします。 

 

[議長] 

はい、５番。 

 

[５番] 

 はい。５番。説明をいたします。１３ページを開けてください。 

 図面が付いておりますが、申請地は、○○の南側になります。ここに個人住

宅を建てるという申請であります。ちょうど３筆の分譲地で、双方の隣接地は、

農業委員会の総会で既に許可申請が出されているということでございました。 

被害防除の方法は、雑排水は公共下水道が完備しております。雨水は、既設

の排水路に流す計画になっております。 

 地目は水田ですが、土地改良区の受益地とはなっていないので、同意不要と

なっております。 

 事業費につきましては、土地購入費が○○○○円、建築費が○○○○円で、

合計○○○○円の全額を借り入れるということで計画になっております。以上

です。 

  

[議長] 

はい。事務局から補足することがありましたら、お願いします。 

 

[事務局] 

はい、申請地は、都市計画用途区域、第二種中高層住宅専用地域に用途区域

が定められた地区にある農地であるから、第３種農地と判断されます。第３種

農地は、転用許可対象です。 

 

[議長] 
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ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは質問もないようですので、採決いたします。 

本件原案のとおり承認することに賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認と決定いたしました。 

２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい。２番  農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

            田 ４５１㎡   

     所有権移転です。 

     譲渡人    ○○○○ 

     譲受人    ○○○○ 

  転用目的は、一般個人住宅です。 

  担当の上野委員より御説明をお願いいたします。 

 

[議長] 

 はい。５番。 

 

[５番] 

 はい。５番。説明させていただきます。１６ページをお開きください。ちょ

っと分かりにくいんですけども、申請地は、県道○○線を○○方面に向かって

行きますと、○○を過ぎたところを左折します。すると、○○から、○○に向

かって進む道路があるんですが、○○の少し先まで進んだ右手に○○がありま

す。その○○の隣の農地となっております。ただ申請地は既に、造成がしてあ

りまして、追認の申請となっております。 

 息子さんが住宅建設を計画されて、造成を終わったところで転用許可が必要

であるということが指摘されまして、譲渡人である父親が、以前３条の許可を

受けたのを５条の許可と勘違いをしてたということで、始末書が添付をされて

おります。 

 被害防除の方法は、汚水は合併浄化槽になります。雨水につきましては、自

然浸透及び自然流下による道路側溝への排出となっております。 
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 事業費ですが、建物工事費用が○○○○円、地盤改良工事が○○○○、登記、

転用申請が○○○○、その他費用○○○○、合計○○○○円となっております

が、すべて自己資金で賄うということで、残高証明が付いております。以上説

明を終わります。 

 

[議長] 

 はい。事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

[事務局] 

 はい。すみません、ちょっと１７ページがちょっと見えにくいものになって

ますので、差し替えをすみません、１７ページと後、ついでに申し訳ないです。

２２ページの方もちょっと差し替えをお願いしときます。 

それでは、申請地は、周辺農地の広がりが１０ha 以上の区域内にある農地で

あることから第１種農地と判断されますが、住宅その他申請に係る土地の周辺

の地域において居住する者の日常生活上必要な施設で集落に設置されるものに

該当するため、転用許可対象となります。 

 

[議長] 

 はい。ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは質問もないようですので、採決いたします。本件原案のとおり承認

することに賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認と決定いたしました。 

  

 ３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい。３番 

 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 現況 畑 ２，１５０㎡ 

 所有権移転です。 

     譲渡人    ○○○○ 

     譲受人    ○○○○ 
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 転用目的は、太陽光発電施設の設置です。 

 担当代理の松崎委員より御説明をお願いいたします。 

 

[議長] 

 はい。３番。 

 

[３番] 

はい。３番、説明します。申請地は、図面の差し替えの２２ページです。○

○になります。１０号線より東へ行き、踏切を渡ります。すぐに T 字路になり

ますが、北へ５０ｍ行ったところの東側です。 

○○○○さんから○○○○の所有権移転で、太陽光発電の設置転用許可申請

です。 

申請地の南側と北側には、すでに太陽光発電施設が設置してありました。資

金計画は、土地購入費○○○○円、造成費○○○○円、機械工事費○○○○円、

登記申請費用○○○○円、計○○○○円です。金融機関の融資証明書が添付さ

れております。 

本件は、太陽光パネルの設置であり、新たな汚水、排水の発生はなく、土地

構造の整地、転圧のみで雨水は現状のとおり自然浸透で、土地の境には段差を

設け、敷地内より雨水の流出がないよう調整し、万一問題が生じた際は、当方

にて責任を持って対処すると確約書が添付されています。以上です。 

 

[議長] 

 はい。事務局から補足することがありましたらお願いします。 

 

[事務局] 

 はい。申請地は、過去の公共投資の実績もない、小集団の生産性の低い農地

であることから第二種農地と判断されます。第二種農地は、その農地を申請す

ることがやむを得ないと認められるときは、転用許可対象です。 

 

[議長] 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 
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それでは質問もないようですので、採決いたします。 

本件原案のとおり承認することに賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり承認と決定いたしました。 

 

次に日程番号６、議案第３６号「農業経営基盤強化促進法に基づく農地利用

集積計画の決定について」を議題とします。 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

はい。 

１番  農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番 

     田 ５９５㎡ ほか５筆 

所有権を移転する者    ○○○○ 

所有権の移転を受ける者  ○○○○ 

 担当の宮越推進委員より御説明をお願いします。 

 

 [議長] 

 はい。推進委員８番。 

 

 [推進委員８番] 

はい。８番、説明します。○○○○さんから○○○○さんへの有償の所有権

移転です。 

申請地は、○○交差点を○○方面に１００m ほど行き、農道を西に７０ｍほ

ど行ったところに申請地がございます。 

現状は稲が刈り取られた状態になっていました。 

この案件は、数年前からあっせんで挙がっていたものでした。 

○○○○さんは、水稲、ハウス、精米所を経営する認定農業者でもございま

す。 

対価は、４，３２８㎡に対して○○○○円です。以上です。 

 

[議長] 
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 はい。事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。 

御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件原案のとおり決定することに賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

はい。 

２番  農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

     畑 １７６㎡  

所有権を移転する者    ○○○○ 

所有権の移転を受ける者  ○○○○ 

 担当の宮越推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 はい、推進委員８番。 

 

 [推進委員８番] 

はい、８番。説明します。○○さんから○○○○さんへの無償の所有権移転

です。申請地は、○○○○さん宅のすぐ横にあるんですけども、現状は、畑で

ありますけども、宅地と連なってて三角地で利用がしにくいような狭い場所で

ありました。 

○○○○さんは、お茶を栽培する農家であります。対価は、無償なのであり

ません。以上です。 

 

[議長] 

 はい。事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。御意見、御質問はご

ざいませんか。 

 それでは質問もないようですので、採決いたします。本件原案のとおり決定



 

13 

 

することに賛成委員の起立を求めます。 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。 

 

 次に利用権設定です。 

 １番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい、１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

             畑 ３，０００㎡  

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当代理の橋口卓史推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 はい。推進委員１番。  

 

[推進委員１番] 

 はい。１番説明します。○○○○さんから○○○○さんへの利用権貸借の新

規設定です。○○○○さんは、認定農業者で、施設園芸のズッキーニ、露地野

菜のじゃがいも、甘藷、水稲栽培等をされています。 

申請地は、○○より北へ１００ｍほど進んだ東側にあるビニールハウス付き

の農地です。 

現地を確認したところ、ズッキーニの作が終わっており、今から片づけに取

り掛かる状態でした。 

賃借料は、１０a 当り○○○○円、期間は１０年間ということです。 

以上です。 

 

[議長] 

 はい。２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 
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 はい。２番 農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番 

              田 ４８９㎡ ほか１筆 

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当代理の橋口卓史推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員１番。 

 

[推進委員１番] 

 はい。１番説明します。○○○○さんから○○○○さんへの利用権貸借の新

規設定です。○○○○さんは、○○の認定農業者で、施設園芸のきゅうり等を

栽培されています。 

 申請地は、○○１０号線を南下し、○○を東へ１００m ほど進んだビニール

ハウス付きの農地です。現地を確認したところ、適正に管理されていました。 

 賃借料は、１０a 当り○○○○円、期間は５年間ということです。以上です。 

 

[議長] 

 ３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい、３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

             畑  ３，０００㎡ ほか２筆  

      利用権を設定する者   ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者 ○○○○ 

 担当代理の橋口卓史推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員１番。 

 

[推進委員１番] 
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 はい、１番説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権貸借の新規

設定です。○○○○さんは○○の認定農業者であり、甘藷と千切り大根を栽培

されています。 

申請地は、○○線の右側に○○があり、坂を上ったところの○○に１筆、南

側１５０ｍ先に２筆の農地になります。 

現地を確認したところ、甘藷が栽培されています。期間は２年間で、賃借料

は１０a 当り○○○○円です。以上です。 

 

[議長] 

 はい。４番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい、４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

             畑 ２，７４８㎡ ほか６筆 

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の橋口卓史推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員１番。 

 

[推進委員１番] 

 はい。１番、説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権貸借の新

規設定です。○○○○さんは、先ほどと同一の方なので、省略させていただき

ます。 

 申請地は、○○線を直進して行くと、右側に○○があり、更に行くと、県道

○○線の道路を右側に曲がり、２００ｍ先の東側の農地になります。 

 現地を確認したところ、７筆が１枚の畑になっており、５筆が甘藷を栽培、

２筆はロータリーされていました。 

期間は２年間で、賃借料は１０a 当り○○○○円です。以上です。 
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[議長] 

 はい。５番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい。５番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

             畑  １，４０３㎡  

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当代理の橋口卓史推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員１番。 

 

[推進委員１番] 

 はい。１番説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権貸借の新規

設定です。○○○○さんは、○○の認定農業者であり、お茶を栽培されていま

す。 

申請地は、○○から、○○線を過ぎて、坂を上った十字路を左側へ曲がり、

２００ｍほど進んだところに○○があり、そこを過ぎて北側の農地になります。 

農地を確認したところ、お茶が栽培されています。 

期間は５年間で、賃借料は１０a 当り○○○○円です。以上です。 

 

[議長] 

 はい。６番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい、６番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

             田  ８００㎡  

      利用権を設定する者   ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者 ○○○○ 

 担当代理の宮越推進委員より御説明をお願いします。 



 

17 

 

 

[議長] 

 推進委員８番。 

 

[推進委員８番] 

 はい。８番、説明します。○○○○さんと○○○○さんへの新規の利用権貸

借です。申請地は、○○がある１０号線の交差点を東側の狭い道路を３００ｍ

ほど行ったところに、申請地があります。 

現状は飼料稲が植えてありました。 

前、作付してた方がやめられて、○○○○さんが今回貸借を結んで、作付す

ることになりました。 

期間は５年で、８００㎡で米で○○㎏だそうです。以上です。 

 

[議長] 

 ７番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい。７番 農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番 

              畑 ２，３１０㎡ ほか４筆 

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の橋口卓史推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員１番。 

 

[推進委員１番] 

 はい。１番説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権貸借の新規

設定です。○○○○さんは、○○の認定農業者であり、茶、水稲、大根を栽培

されています。 

 申請地は○○線の南側に○○があり、高速道路の橋を過ぎて北側３００ｍ先
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の農地になります。 

 現地を確認したところ、ロータリーがしてありました。 

 期間は１０年間で賃借料は１０a 当り０円です。以上です。 

 

[議長] 

 ８番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい、８番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊  

             畑  ２，１９１㎡ ほか５筆 

      利用権を設定する者   ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者 ○○○○ 

 担当の橋口卓史推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員１番。 

 

[推進委員１番] 

 はい、１番説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権貸借の新規

設定です。○○○○さんは、以前は○○の構成員でした。甘藷、ブロッコリー

を栽培されています。 

 申請地は、○○線の右側に○○があり、坂を上ったところの○○から１５０

ｍ進んだ南側の農地になります。 

 現地を確認したところ、甘藷が栽培されています。 

 期間は５年間で、賃借料は１０a 当り○○○○円です。以上です。 

 

[議長] 

 はい。９番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

 [事務局] 

 はい。９番 農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 
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              畑 ２，１４３㎡ ほか１筆 

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の橋口卓史推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員１番。 

 

[推進委員１番] 

 はい。１番説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権貸借の新規

設定です。○○○○さんは、認定農業者であり、甘藷とブロッコリーを栽培さ

れています。 

 申請地は、○○線を北進して行くと、右側に○○があり、道路が狭くなって

いるところの上に案内板の看板があり、そこを右に登った北側の農地になりま

す。その農地は先月の案件のＡの農地になります。 

 現地を確認したところ、甘藷が栽培されています。 

 期間は１０年間で、賃借料は１０a 当り○○○○円です。以上です。 

 

[議長]  

 １０番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい、１０番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

             田  ８４７㎡ ほか３筆 

       利用権を設定する者   ○○○○ 

       利用権の設定を受ける者 ○○○○ 

 担当の宮越推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員８番。 
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[推進委員８番] 

 はい、８番。説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権貸借の再

設定です。２人は親子であります。 

 申請地は、○○の＊＊＊＊－＊と＊＊＊＊－＊が○○から西に３００ｍほど

行ったところにございます。残りの２筆は、○○があった跡地のすぐ横の東側

に入ります。 

 現状は２か所とも代かきをして乾いた状態になっていました。 

 期間は１０年です。親子なのでお金は発生していません。以上です。 

 

 [議長] 

  はい。１１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい。１１番 農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

              畑 ５，５５２㎡ 

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の宮越推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員８番。 

 

[推進委員８番] 

 はい。説明します。○○○○さんと○○○○さんとの新規の利用権貸借です。

申請地は、○○前の道路を北へ１００m ほど行った右側に申請地がございます。

現状はもうお茶が植えてありまして、今収穫時期になっているかと思います。 

 ○○○○さんはお茶の農家で認定農業者でもございます。 

 期間は１０年で反当り○○○○円です。以上です。 

 

[事務局] 

 今、１０年と言いました。５年が正しい。 
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[議長] 

 ちょっとお待ちください。 

 １０年と言われましたけど、５年で。 

 

[推進委員８番] 

 すいません。 

 

[議長] 

 次、１２番の案件について、お願いします。 

 

[事務局] 

 はい、１２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

             畑  ４，０００㎡ ほか１筆 

      利用権を設定する者   ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者 ○○○○ 

 なお、本件は未相続農地ですが、相続人の過半の同意を得ていることを申し

添えます。 

 それでは、担当の永友推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員５番。 

 

[推進委員５番] 

 はい、５番説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権の新規の設

定です。 

○○○○さんは、認定農業者で、お茶、大根などの栽培をされております。 

 申請地は、○○の手前２００ｍの南側の２筆であります。 

 現地を確認したところ、樹園地でした。 

期間は５年間で、金額は年間○○○○円です。以上です。 
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 [議長] 

 はい。１３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい。１３番 農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

              田 １，２６４㎡  

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の宮越推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員８番。 

 

[推進委員８番] 

 はい。８番説明します。○○○○さんと○○○○さんとの新規利用権貸借で

す。申請地は、○○の東側の壁側すぐ横に申請地がございます。 

 現状は、早期水稲が植えてありました。 

 ○○○○さんは、露地野菜を中心に水稲、お茶などを栽培される認定農業者

でございます。 

 期間は１年で、籾で○○㎏だそうです。以上です。 

 

[議長] 

 はい。１４番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい、１４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

             畑  ７，６９８㎡  

      利用権を設定する者   ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者 ○○○○ 

 担当の永友推進委員より御説明をお願いします。 
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[議長] 

 推進委員５番。 

 

[推進委員５番] 

 はい。５番説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権の新規の設

定です。○○○○さんは、認定農業者で、早期水稲、白菜、キャベツ、お茶な

どの栽培をされております。 

 申請地は、○○の○○の手前１００m の左側の農地です。 

 現地を確認したところ、ロータリーがかけてありました。 

 期間は１０年で、金額は年間○○○○円です。以上です。 

 

[議長] 

 １５番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい。１５番 農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

              畑 ４，７０５㎡ ほか１筆 

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の永友推進委員、宮越推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員５番。 

 

[推進委員５番] 

 ５番説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権の新規設定です。

○○○○さんは、先ほど説明したので、省略します。 

 申請地は、○○の○○の東側、１００m の農地です。 

 現地を確認したところ、ロータリーがかけてありました。 

 期間は１０年で、金額は年間○○○○円です。以上です。 
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[議長] 

 はい。続きまして、推進委員８番。 

 

[推進委員８番] 

 はい。８番説明します。○○の＊＊＊＊－＊－A を説明いたします。永友推

進委員が説明したので、現地の申請地を説明したいと思います。 

 申請地は、○○の道路を挟んで真ん前になります。 

 現状はきれいにロータリーで耕運されていました。 

 金額、期間は、すべて永友推進委員が言われたとおりでございます。 

 以上です。 

 

[議長] 

 １６番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい、１６番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

             畑  １，０３９㎡ ほか６筆 

      利用権を設定する者   ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者 ○○○○ 

 担当の永友推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員５番。 

 

[推進委員５番] 

 ５番説明します。○○○○さんと○○○○さんの利用権の新規の設定です。

○○○○さんは、認定農業者で、白菜、キャベツなどを栽培されております。

申請地は、○○の○○の東側の農地です。ほか６筆とも周りにあります。 

 現地を確認したところ、いずれもロータリーがかけられてありました。 

 期間は１０年で、金額は無償です。これは○○○○さんと○○○○さんが義

理の母になるので無償です。以上です。 
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[議長]  

 １７番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

 [事務局] 

 はい。１７番 農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

              畑 ４，０００㎡  

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の永友推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員５番。 

 

[推進委員５番] 

 はい。５番説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権の新規の設

定です。○○さんは、認定農業者で、お茶及び大根を栽培されています。 

 申請地は、○○を上がった、○○のそばの樹園地です。 

 期間は５年で○○○○円払っておられます。以上です。 

 

[議長] 

 １８番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい、１８番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

             畑  ４，８００㎡  

       利用権を設定する者    ○○○○ 

       利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の永友推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 
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 推進委員５番。 

 

[推進委員５番] 

 ５番説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権の新規設定です。 

 ○○○○さんは、認定農業者で、白菜、キャベツ、早期水稲、飼料稲を栽培

されております。申請地は、○○の南側、１００m のところの農地です。 

 現地を確認したところ、ロータリーがかけてありました。 

 期間は５年間で、金額は反当○○○○円です。以上です。 

 

 [議長] 

 １９番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

[事務局] 

 はい。１９番 農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番 

              畑 ５３０㎡ ほか１筆 

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の永友推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員５番。 

 

[推進委員５番] 

 説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権の新規設定です。 

 ○○○○さんは、○○の認定農業者を受けております。白菜・キャベツなど

を栽培されております。 

 申請地は、○○の北側の農地です。 

 現地を確認したところ、ロータリーがかけてありました。 

 期間は５年間で、年間○○○○円です。以上です。 

 

[議長] 

 ２０番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 
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[事務局] 

 はい。２０番 農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番 

              畑 ２，１８６㎡  

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の永友推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員５番。 

 

[推進委員５番] 

 はい。５番説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権の新規設定

です。先ほど、○○○○さんのこと言いましたので省略させていただきます。 

 申請地は、○○の東側１００m 行ったところの農地です。 

 現地を確認したところ、ロータリーがかけてありました。 

 期間は５年で、年間○○○○円です。以上です。 

 

[議長] 

 ２１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい。２１番 農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

              畑 １，８４９㎡ ほか２筆 

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 なお、本件は未相続農地ですが、相続人の過半の同意を得ていることを申し

添えます。 

 それでは、担当の永友推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 
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 推進委員５番。 

 

[推進委員５番] 

 ５番、説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権の新規設定です。

○○さんは、お茶、キャベツ、白菜などを栽培されております。 

 申請地は、○○の手前１００m の南側の農地です。 

 現地を確認したところ、ロータリーがかけてありました。後の１筆は、○○

から３００ｍ南に行った、○○○○さんの養鶏場の東側で樹園地でした。 

 期間は１０年で、反当り○○○○円です。以上です。 

 

[議長] 

 はい。２２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい。２２番 農地の所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

              畑 ３，２４７㎡  

      利用権を設定する者    ○○○○ 

      利用権の設定を受ける者  ○○○○ 

 担当の永友推進委員より御説明をお願いします。 

 

[議長] 

 推進委員５番。 

 

[推進委員５番] 

 ５番、説明します。○○○○さんと○○○○さんとの利用権の新規設定です。

○○○○さんは、認定農業者で早期水稲、白菜、キャベツなどを栽培されてお

ります。 

 申請地は、○○坂をのぼった右へ行ったすぐのところであります。ここは私

たちが「○○」と申しております。 

 現地を確認したところ、ロータリーがかけてありました。 

 期間は１０年で、年間○○○○円です。以上です。 
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[議長] 

 はい。事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。 

 

[推進委員５番] 

 議長すみません。 

 

[議長] 

 はい。 

 

[推進委員５番] 

 すみません。先ほど金額が漏れておったんですけど、○○のところの金額を

○○○○と言いましたけど、宮越さんと同じ担当のところです。○○○○言

いましたけど、両方合わせて○○○○に訂正してください。私の方だけをそ

の○○○○を言いましたけど、両方合わせて○○○○です。よろしくお願い

します。 

 

[事務局] 

 １５番。 

 

[推進委員５番] 

 ○○○○さんのところです。 

 

[事務局] 

 １５番。はい。 

 

[推進委員５番] 

 お願いします。 

 

[事務局] 

すみません。ちょっと確認いいですか。 
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[議長] 

 ちょっと、しばらくお待ちください。 

 はい。再開します。 

 

[推進委員５番] 

 すみません。先ほど○○○○さん認定農家と言いましたけど、取り消しをし

たいと思います。 

 

[事務局] 

 １６番です。１６番の利用権です。 

 

[議長] 

 ○○○○さんですね。 

 

[推進委員５番] 

 よろしくお願いします。 

 

[議長] 

 事務局及び担当推進委員の説明が終わりました。 

御意見、御質問はございませんか。 

 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

 

今回は、コロナウイルス感染症拡大防止のため、一括して採決したいと思い

ますが、これに御異議ございませんでしょうか。 

はい。それでは、異議がないようですので、一括して採決することといたし

ます。 

 

１番から２２番までの２２件の案件につきまして原案のとおり承認すること

に賛成委員の起立を求めます。               



 

31 

 

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。     

 

日程番号７、議案第３７号「農地法第３条第２項第５号の規定に基づく下限

面積について」を議題とします。 

事務局より議案の説明をお願いします。 

 

[事務局] 

 はい。３７ページを御覧ください。 

 「農業委員会の適正な事務実施について」(農林水産省経営局長通知)の一部改

正により、農業委員会は、毎年、下限面積(別段面積)の設定又は改正の必要性に

ついて審議することになったことから、今年度の下限面積(別段面積)について以

下のとおり提案します。 

方針ですけど、下限面積については、法律で定められた５０a とし、別段の面

積の設定を行わないものです。 

 理由について、ちょっとこの議案の記載にあります理由については削除して

いただきまして、今から申しあげます。ゆっくり申しあげます。 

 町内で、５０a 以上の農地を耕作している農家が、全農家戸数の８割を超えて

おり、耕作放棄地の占める割合が低い現状にあるためということで、変更をお

願いしたいと思います。 

 よろしいですか。もう一度言いましょうか。はい。もう一回。 

 町内で、５０a 以上の農地を耕作している農家が、全農家戸数の８割を超えて

おり、耕作放棄地の占める割合が低い現状にあるためです。あるためというこ

とでいいんですけど。よろしいでしょうか。以上で、説明を終わります。 

 

[議長] 

 ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

 それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件原案のとおり承認することに賛成委員の起立を求めます。               

起立全員と認めます。よって本件は、原案のとおり決定いたしました。    

 

以上で本日の議案の審議、すべてを終わりました。 
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これをもちまして、令和２年第７回高鍋町農業委員会総会を閉会いたします。

御苦労様でした。 

 

 

                          (閉会１４時５８分) 
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